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伊勢市議会議員政治倫理条例施行規則（案）  

 

（趣旨）  

第１条  この規則は、伊勢市議会議員政治倫理条例（平成 29 年伊

勢市条例第  号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。  

（審査の請求の手続）  

第２条  条例第４条第１項の規定により審査の請求をしようとす

る代表者は、審査請求書（様式第１号）に、条例第３条に規定す

る政治倫理基準の違反を疑うに足る事実を証明する資料のほか、

市民による審査の請求にあっては、審査請求署名簿（様式第２号）

を添えて伊勢市議会議長（以下「議長」という。）に提出しなけ

ればならない。  

２  審査請求書には、市民又は議員の代表者（以下「審査請求代表

者」という。）が、署名及び押印しなければならない。この場合

において、審査請求署名簿及び議員の連署における署名について

も、同様とする。  

（審査請求書等の受理等）  

第３条  議長は、前条第１項の規定により審査請求書の提出があっ

たときは、その記載事項及び添付資料並びに審査請求をする者の

資格等を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。 

２  議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書に形式上

の不備があると認めるときは、当該審査請求代表者に対し、相当

の期間を定めて、その補正を求めることができる。  

３  議長は、審査請求代表者が前項の求めに従わなかった場合は、

当該審査の請求を受理しないことができる。この場合において、
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その旨を審査請求代表者に書面により通知するものとする。  

（審査会の組織）  

第４条  条例第５条に規定する伊勢市議会議員政治倫理審査会（以

下「審査会」という。）に、会長及び副会長を各１人置く。  

２  会長及び副会長は、委員の互選による。  

３  会長は、審査会を代表し、会務を総理する。  

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。  

５  審査会の委員の任期は、条例第５条第１項の規定により審査会

を設置した日から条例第７条第１項の規定により当該審査の結

果を議長に報告した日までとする。  

（審査会の会議）  

第５条  審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２  審査会の会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ、これ

を開くことができない。  

３  審査会の会議の議事は、出席委員の４分の３以上の賛成で決す

る。この場合において、会長は、委員として表決に加わることが

できる。  

（審議会の公開及び傍聴）  

第６条  審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、

出席委員の３分の２以上の者の合意により非公開とすることが

できる。  

２  審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。  

３  審議会の傍聴については、伊勢市議会傍聴規則（平成 17 年伊

勢市議会規則第２号）の例による。  
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（意見の開陳）  

第７条  審査会は、条例第４条第１項の規定により審査の請求を受

けた事案について審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述

べる機会を与えなければならない。  

（審査結果の報告）  

第８条  条例第７条第１項の規定による審査の結果の報告は、審査

結果報告書（様式第３号）により行うものとする。  

（公表の方法）  

第９条  条例第７条第２項の規定による公表の方法は、市議会のホ

ームページへの掲載等により行うものとする。  

（補則）  

第 10 条  この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必

要な事項は、議長が定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成 29 年 10 月１日から施行する。  

（審議会の招集の特例）  

２  この規則の施行の日後に最初に開かれる審査会の招集は、第５

条第１項の規定にかかわらず、議長が行う。  
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様式第１号（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

伊勢市議会議長 様 

 

（審査請求代表者） 

住 所 

氏 名          ㊞ 

 

 

審  査  請  求  書 

 

 伊勢市議会議員政治倫理条例第４条第１項の規定により、次のとおり審査を

請求します。 

 

審査の請求の対象となる

議員 

 

政治倫理基準に違反して

いると認められる内容 

 

政治倫理基準に違反して

いると認められる根拠 
伊勢市議会議員政治倫理条例第３条第 号 

政治倫理基準に違反して

いると認めるに足りる事

実を証する資料 
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様式第２号（第２条関係） 

 

 

審 査 請 求 署 名 簿 

 

 伊勢市議会議員政治倫理条例第４条第１項の規定により、    議員に係

る審査を請求するために署名します。 

 併せて、伊勢市議会議長が、伊勢市選挙管理委員会に対し、署名した者が選挙

人名簿に登録された者であるか確認を求めることについて、同意します。 

 

選挙人で

あること

の確認欄 

番号 署名年月日 住   所 氏  名 ㊞ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

（注）１ 署名簿は、各署名簿に通じる一連番号を付すること。 

   ２ 氏名は、自署すること。 

   ３ 選挙人であることの確認欄は、記入しないこと。 
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様式第３号（第８条関係） 

  

 

年  月  日 

  

伊勢市議会議長 様 

 

 

伊勢市議会議員政治倫理審査会 

                    会 長           ㊞ 

 

 

審  査  結  果  報  告  書 

 

 

年 月 日付けで審査請求のあった件について、伊勢市議会議員政治倫

理条例第７条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

 

１ 審査請求の対象議員 

 

 

２ 審査の結果 

 

 

 


